
 

令和６年度～令和 11 年度債務負担 

掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター 

ＬＥＤ照明器具改修事業 仕様書 
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 本仕様書は、掛川市・袋井市病院企業団が実施する「令和６年度～令和 11 年度債務負担 掛川市・

袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター ＬＥＤ照明器具改修事業」において使用する照明器具及

び器具交換に関する仕様等、受注者が守るべき事項について適用する。 

 

１ 事業名称 

  令和６年度～令和 11年度債務負担 

  掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター 

 ＬＥＤ照明器具改修事業 

 

２ 契約履行場所 

  静岡県掛川市菖蒲ヶ池 1番の１ 

 

３ 改修期間 

  令和６年９月 16 日（予定）から令和７年３月 31 日まで 

 

４ 賃借期間 

  器具交換が完了した月を１ヶ月目とし 60 ヶ月後の月末まで 

  ※ 賃借期間終了後のＬＥＤ照明器具は無償譲渡するものとする。 

  ※ 賃借期間中に発生した器具の不具合や故障等は無償交換するものとする。 

※ 契約事項の不履行があった場合には、期間の途中であっても、契約を解除できる。 

※ 上記の事由で契約が解除された場合、病院から受注者への違約金は発生しない。 

 

５ 履行内容 

  掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センターの照明器具をＬＥＤ照明器具へ交換し、賃借

期間の保守を行う。 

 

６ 規格品質 

 （１）使用する照明器具は、一般社団法人日本照明工業会の正会員である国内製造企業の製品とす

る。 

 （２）交換する照明器具は新品とする。 

 （３）照度や色温度は既設照明器具と同等とする。 

（４）既設照明器具が調光機能等、付加機能を有する場合は、同等の機能を有する器具を設置するこ

と。 

 （５）既設照明器具が防雨・防湿・防塵器具の場合は、同等以上の性能を持つ器具を設置すること。 

 （６）非常用照明器具等は、関係法令に基づいた仕様とする。 

 （７）ＬＥＤの光源による不快感（グレア、フリッカー等）を生じないこと。 

 

 



７ 交換箇所 

  別紙「交換照明器具一覧」及び「平面図」による。 

 

８ 器具交換及び撤去について 

（１）器具交換に必要な資格を有すること。 

（２）器具交換実施後は点灯動作の確認を行うこと。 

（３）器具交換の前後で照度測定を行い、その記録を報告すること。 

（４）直管ＬＥＤランプが落下する恐れの無いことを確認し、落下の恐れがある場合は落下防止対策

を講ずること。 

（５）交換した照明器具に不具合が発生した場合は、速やかに修理、交換を行うこと。 

（６）撤去した資材は産業廃棄物として関係法令を遵守し適正に処理すること。 

（７）作業中は患者等の事故防止に万全の注意を払い、危険回避のための安全対策を講ずること。 

（８）作業中は危険・火災・盗難等の事故防止に万全の注意を払い、危険回避のための安全対策を講

ずること。 

（９）作業中は粉塵の飛散に十分注意し、必要な養生を行うこと。 

（10）交換・撤去作業終了時は、後片付け及び清掃を行い、検査を受けて手直し箇所がある場合は速

やかに手直しを行うこと。 

（11）工事完了報告書として交換前後の写真撮影、照度測定及び絶縁抵抗測定を行い、その記録を提

出すること。 

（12）作業開始の１ヶ月前に作業工程表を提出すること。 

（13）作業時間は原則次のとおりとする。 

   平日８：３０～１７：００ 

（14）手術室や厨房等、休日・夜間に作業を行う箇所もあるため、事前に病院担当者と協議を行い実

施すること。 

（15）器具交換後に不点灯、ちらつき、グレア及びフリッカー等の不具合が発生した場合や医療機器

等に不適当な影響を及ぼした場合は迅速に対応すること。 

（16）賃借期間中は受注者の責任において修理、交換を行うこと。また緊急時に備えて交換用の予備

品を納入すること。 

 


